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※緊急車両の通行に支障となる不法駐車はやめましょう。

熊野町の火災と救急
－平成28年11月中－

火災件数 0件　　死傷者 ０人
救急件数 71件　搬送人員 64人

お
知
ら
せ
１
月

お知らせ １月

相
　
　
談

～各種相談についての秘密は厳守します。気軽にご相談ください～

山野矯正歯科　☎　888-8741（矢野駅前）
山野歯科医院　☎　854-1139

無料相談いたします（要予約）
大人でも矯正できます
お口のクリーニングも大好評です
一度体験してみてください

歯並び矯正は専門医のいる当院へ！
広告

　
平
成
28
年
９
月
に
開
幕
し
た

Ｂ
リ
ー
グ
の
プ
ロ
バ
ス
ケ
ッ
ト

ボ
ー
ル
チ
ー
ム
「
広
島
ド
ラ
ゴ

ン
フ
ラ
イ
ズ
」
を
応
援
す
る
た

め
、
広
島
広
域
都
市
圏
内
か
ら

参
加
者
を
募
り
、
共
同
応
援
を

行
い
ま
す
。

ア
ー
ス
フ
レ
ン
ズ
東
京
Ｚ
戦

２
月
25
日
㈯

午
後
２
時
　
試
合
開
始

広
島
サ
ン
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ル

（
広
島
市
西
区
商
工
セ
ン
タ
ー

三
丁
目
１
番
１
号
）

※
現
地
集
合
で
す
。

75
人
（
申
込
み
多
数
の
場
合

は
抽
選
）

※
広
島
広
域
都
市
圏
内
に
お
住

ま
い
の
人
が
対
象
で
す
。

１
千
700
円

※
１
階
指
定
席
で
、
広
島
広
域

都
市
圏
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
応

援
し
ま
す
。

※
コ
ー
ト
内
で
参
加
者
全
員
で

記
念
撮
影
を
行
い
、
全
員
に

写
真
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
ま
す
。

（
選
手
１
人
の
サ
イ
ン
入
り
。

選
手
は
選
べ
ま
せ
ん
。
）

募
　
　
集

お
知
ら
せ

広
島
広
域
都
市
圏
で
広
島
ド
ラ

ゴ
ン
フ
ラ
イ
ズ
を
応
援
し
よ
う

名　称 月　日 時　間 相談員 内容など 相談場所・問合せ先

人権
ホットライン 17日㈫

10：00～
12：00

13：00～
15：00

人権擁護委員
人権侵害、身の回りの悩
み事など電話で相談に応
じます。

電話相談のみ
民生課
820-5635  

一日無料
相談会 ２月９日㈭

弁護士
司法書士
などの専門職

広島で活躍する弁護士な
ど専門職の集まり「川の
会」が、様々な相談に応じ
ます。（１人30分以内）

熊野町役場
利用が初めての人のみ
総務課

820-5601
申込期限：２月２日㈭
※全ての相談枠が埋まり次
第、受付終了

無料
法律相談 ３月９日㈭ 13：15～

17：00 弁護士

暮らしの中で生じた法律上
の問題（相談に関する書類
がある場合はお持ちくださ
い。１人45分以内）
※要予約

熊野町役場
民生課

820-5635  
受付期間：２月１日㈬～
※土日祝日を除く
　8：30～17：00  

生活困窮者
相談窓口

月～金
（祝日を除く）

８：30～
17：15

福祉事務所
職員

自立をサポートする相談に
応じます。

経済的に困窮し、最低
限度の生活の維持が困難
な人（生活保護受給者は
除く）。

熊野町役場
民生課

　 （福祉事務所）
820-5614

・

往
復
は
が
き
に
、
参
加

者
全
員
の
住
所
、
氏
名
、
年
齢
、

電
話
番
号
と
「
ド
ラ
ゴ
ン
フ
ラ
イ

ズ
共
同
応
援
希
望
」
の
旨
を
記

入
し
、
１
月
20
日
㈮
（
消
印
有

効
）
ま
で
に
、
左
記
事
務
局
へ
。

※
小
学
生
以
下
の
場
合
は
、
大

人
の
同
伴
が
必
要
で
す
。

▼
広
島
市
役
所
広
域
都
市
圏
推

進
課
広
島
広
域
都
市
圏
協
議
会

〒
730
‐
８
５
８
６
（
住
所
不

要
）

504
‐
２
０
１
７

504
‐

２
０
２
９

【
広
島
広
域
都
市
圏
と
は
】

　
広
島
県
と
山
口
県
に
ま
た
が

る
11
市
13
町
で
構
成
し
、
圏
域

の
一
体
的
発
展
を
目
指
し
て
、

様
々
な
連
携
と
交
流
を
図
る
取

り
組
み
を
推
進
し
て
い
ま
す
。

広
島
広
域
都
市
圏
協
議
会

（
企
画
財
政
課
）

平成28年度自衛官等募集案内
募集種目 受験資格等 受付期間 試験期日 問い合せ先

防衛大学校
学生

一般
（後期）

高卒（見込含）
21歳未満の者

（自衛官は23歳未満）
１月21日㈯～
１月27日㈮

１次：２月18日㈯
２次：３月10日㈮

自衛隊
広島地方協力本部
東広島地域事務所
082-422-4252

　
熊
野
町
消
防
団
と
広
島
市
安

芸
消
防
署
に
よ
る
消
防
出
初
式

を
行
い
ま
す
。
消
防
団
員
や
消

防
隊
員
の
勇
姿
と
、
日
頃
の
訓

練
の
成
果
を
ぜ
ひ
ご
観
覧
く
だ

さ
い
。

１
月
８
日
㈰
午
前
９
時
〜

町
民
グ
ラ
ン
ド

※
雨
天
の
場
合
は
、
午
前
10
時

か
ら
町
民
体
育
館
で
行
い
ま
す
。

▽
式
典

：

優
良
消
防
団
員
の
表

彰
、
全
団
員
に
よ
る
分
列
行
進

【
内
容
】

・
消
防
団
員
に
よ
る
公
開
訓
練

・
広
島
市
消
防
音
楽
隊
の
演
奏

・
は
し
ご
乗
り
の
披
露

・
豚
汁
炊
出
し

・ 

消
火
器
の
回
収
（
処
理
費
用

１
本
１
千
円
）

・
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
の
飛
来

（
総
務
課
）

平
成
29
年
消
防
出
初
式

　
町
で
は
、
災
害
が
発
生
し
た

と
き
ま
た
は
、
災
害
が
発
生
す

る
恐
れ
が
あ
る
と
き
、
迅
速
に

避
難
す
る
た
め
に
、
第
三
者
の

支
援
が
必
要
な
人
（
避
難
行

動
要
支
援
者
）
を
把
握
す
る
た

め
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施

し
ま
す
。

①
75
歳
以
上
の
高
齢
者
の
み

の
世
帯
の
人
②
介
護
保
険
の
要

介
護
３
以
上
の
人
③
身
体
障
害

者
手
帳
の
障
害
の
程
度
が
１
級

ま
た
は
２
級
の
人
④
療
育
手
帳

を
持
っ
て
い
る
人
⑤
精
神
障
害

者
保
健
福
祉
手
帳
の
障
害
の
程

度
が
１
級
ま
た
は
２
級
の
人
⑥

厚
生
労
働
科
学
研
究
難
治
性

疾
患
克
服
研
究
事
業
対
象
疾
患

患
者

▽
方
法

：

郵
送
に
よ
る
調
査

▽
基
準
日

：

平
成
29
年
１
月
１

日【
調
査
の
流
れ
】

①
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
票
（
白
色

の
用
紙
）
に
よ
り
、
支
援
が
必

要
で
あ
る
か
ど
う
か
の
意
思
を

明
ら
か
に
す
る
。
（
支
援
が
必

要
で
な
い
人
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト

終
了
で
す
。
ア
ン
ケ
ー
ト
調

避
難
行
動
要
支
援
者
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施

に
つ
い
て

査
票
の
み
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。
）

②
支
援
が
必
要
な
人
は
、
避
難

行
動
要
支
援
者
登
録
申
請
書

（
ピ
ン
ク
色
の
用
紙
）
に
必
要

事
項
を
ご
記
入
い
た
だ
き
、
ア

ン
ケ
ー
ト
調
査
票
と
一
緒
に
返

信
用
封
筒
に
入
れ
て
役
場
高
齢

者
支
援
課
へ
返
送
し
て
く
だ
さ

い
。
（
昨
年
度
、
登
録
さ
れ
た

人
も
、
再
度
申
請
書
の
提
出
を

お
願
い
し
ま
す
。
）

（
高
齢
者
支
援
課
）

　
償
却
資
産
と
は
、
会
社
や
個

人
で
事
業
を
営
ん
で
い
る
人
が

所
有
す
る
、
そ
の
事
業
に
用
い

る
機
械
・
器
具
・
備
品
な
ど
、

土
地
・
家
屋
以
外
の
減
価
償

却
で
き
る
資
産
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　
町
内
に
償
却
資
産
を
お
持
ち

の
場
合
に
は
、
資
産
の
多
少
に

か
か
わ
ら
ず
、
毎
年
１
月
１
日

現
在
の
資
産
状
況
を
申
告
し
て

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　
申
告
書
は
、
12
月
末
に
発
送

し
て
い
ま
す
。

　
な
お
、
今
年
新
た
に
事
業
を

始
め
ら
れ
た
人
に
は
申
告
書
を

償
却
資
産
（
固
定
資
産
税
）
の

申
告
が
始
ま
り
ま
す

郵
送
い
た
し
ま
す
の
で
、
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

　
申
告
漏
れ
や
錯
誤
が
あ
っ
た

と
き
は
、
地
方
税
法
第
17
条
の

５
に
則
り
最
大
５
年
間
遡
っ
て

修
正
申
告
を
し
て
い
た
だ
き
、

追
徴
課
税
を
さ
せ
て
い
た
だ
く

こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
適
正
に

申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　
毎
年
、
申
告
し
て
い
た
だ
い

て
い
る
人
は
、
償
却
資
産
の
申

告
書
に
同
封
さ
れ
て
い
る
「
種

類
別
明
細
書
」
と
、
固
定
資
産

台
帳
や
減
価
償
却
明
細
書
を
よ

く
ご
確
認
い
た
だ
き
、
申
告
漏

れ
や
錯
誤
が
な
い
か
今
一
度
ご

確
認
く
だ
さ
い
。

　
該
当
の
資
産
を
お
持
ち
の
人

で
、
申
告
の
方
法
が
わ
か
ら
な

い
人
や
、
今
年
新
た
に
事
業
を

始
め
ら
れ
た
人
等
で
申
告
書
が

届
か
な
い
な
ど
ご
ざ
い
ま
し
た

ら
、
お
気
軽
に
問
い
合
せ
く
だ

さ
い
。

▽
申
告
期
限

：

１
月
31
日
㈫

▽
提
出
先

：

役
場
税
務
課

※詳しくは、総務課（☎820－5601）まで

募集期間：１月11日（水）まで
募　集　規　格
広告枠数／枚
広 告 の 規 格
作　成　枚　数
広告料（１枠）
掲　載　位　置
刷　　り　　色

長 　 形 　 ３ 　 号
１枠（分割不可）
縦 ８ ㎝ × 横 10 ㎝
３ 0 , 0 0 0 枚
5 0 , 0 0 0 円
裏 　 面 　 下 　 段
単色（色指定不可）


